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町では、下記のとおり会計年度任用職員を募集しますので、希望される方はお申し込みください。

募集職種 保育士

業務内容 保育業務

募集人員 
柳津保育所 ５名

西山保育所 ２名

雇用期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）

応募資格 保育士の資格保有者または令和８年３月末までに資格取得見込の者

勤務条件 

・勤務日数：月２１日程度

休業日を除く。原則、土日祝日休みですが、土曜日については月１～２日勤務あり

・就業時間：７時間４５分（休息時間６０分）

原則８：１５～１７：００の勤務ですが、早番・遅番・その他変則勤務あり

・給与は「会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例」によります。

経験年数、資格などを考慮して給料を算定します。勤務条件に応じて、通勤手当、期

末・勤勉手当などを支給します。

・勤務条件に応じて、市町村職員共済組合、厚生年金、雇用保険等に加入することにな

ります。

申込期限・方法 

令和８年１月７日（水）１７：１５までに、総務課総務係まで持参いただくか、または

郵送してください。

郵送の場合は、締切日当日までに到着したものに限り受け付けます。

柳津町役場 総務課総務係

〒９６９－７２０１ 柳津町大字柳津字下平乙２３４番地

申込書類 

（１）柳津町会計年度任用職員申込書

（２）履歴書（町が指定する様式のみ可）

（３）保育士資格証の写し

※（１）、（２）はそれぞれ、総務課および西山支所にあります。

採用決定 
書類選考および面接試験により受験者に合否を通知します。面接日時等、詳細について

は、応募者に別途通知します。

問 保育所保育係 ℡０２４１－４２－２２３８

広広 報報 やや なな いい づづ
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県立宮下病院は、令和９年度中に周辺環境と調和した明るく、開放的な診療所に生まれ変わります。 
そこで、地域の皆さまに末長く親しまれ広く愛される医療機関になることを願い、新しい診療所の名称を募集

します。なお、ご応募いただいた内容を参考に名称を選定し、令和８年５月頃に公表する予定です。 
 
■応募資格 

 新診療所の診療圏（柳津町、三島町、金山町、昭和村）の在住者、出身者、通勤・通学者 
 
■応募方法 

（１）郵送での応募 
   応募用紙に必要事項を記入のうえ、応募先までご郵送ください。なお、応募用紙をご希望の方は、町民課    

保健衛生係までご連絡ください。 
【応募先】〒９６０－８０４３ 福島市中町８番２号 福島県病院局 企画担当 宛 

（２）県立宮下病院、新診療所の診療圏（柳津町、三島町、金山町、昭和村）役場等での応募 
   それぞれの場所に応募用紙を用意しておりますので、記入してご応募ください。 
（３）病院局（病院経営課）Ｗｅｂサイトでの応募 
   右の二次元コードを読み取れない場合、またはフォームが表示されない場合等は、 
   「福島県病院経営課」を検索していただき、ご応募ください。 
 
■応募期限 

 令和８年１月１６日（金） 
 ※郵送の場合は、当日消印有効 
 
■そ の 他 

有床診療所となるため、「病院」という名称は使用できません。 

 

問 福島県病院局 ℡０２４－５２１－７２２８ 

  県立宮下病院 ℡０２４１－５２－２３２１ 

  町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 
 
 
 
令和７年度より、帯状疱疹ワクチンが定期接種となり、６５歳の方および６０歳以上６５歳未満の方で免疫機

能に障害がある方が対象となります。また、経過措置として既に６６歳以上の方は今後５年間で７０歳～１００

歳まで５歳刻みの節目の年齢で対象となり、現在１００歳以上の方は７年度に限り接種対象となります。定期接

種の対象となる方には町から通知を送付してありますので、接種を希望される方は忘れず接種をお願いします。  
 
■任意接種希望される方へ 

５０歳以上６４歳以下の方で定期接種の対象とならない方に町独自で接種の補助を実施しております。 
接種を希望される方は、町診療所にお問合せください。  
※町からの補助は任意・定期併せて１回のみ実施しますので、任意接種で補助を受けた方は定期接種の対象 
となっても、接種費用の助成はありません。 
 

■注意点 

  ワクチンには１回接種のワクチンと２回接種のワクチンがあり、医療機関によって取扱うワクチンが異なりま

すが、２回接種のワクチンは２回目の接種を１回目の接種後通常２ヵ月以上６ヵ月以内に接種することが望まし

いとされています。なお、柳津町国保診療所では２回接種のワクチンのみの取扱いとなりますので、診療所で接

種される方はお早めに電話予約をお願いします。 

 
 

問 柳津町国保診療所 ℡０２４１－４２－２３３４（予約受付時間 １３：３０～１６：３０） 
町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

新新診診療療所所（（現現：：県県立立宮宮下下病病院院））のの名名称称募募集集ににつついいてて 

応募フォームはコチラ 

帯帯状状疱疱疹疹ワワククチチンンににつついいてて 
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町では、冬期間自宅に居住する高齢者世帯などで自力では除雪が困難な世帯に対し、除雪に要する経費の一部

を支援するため、「柳津町高齢者世帯等除雪支援事業」を実施します。 
 
■対 象 者 

柳津町に住所を有する世帯で、自力での除雪が困難な世帯とします。 

※下記のいずれかに該当する世帯 

（１）７５歳以上の高齢者のみの世帯 

（２）重度心身障害者医療費の受給対象者のみの世帯 

（３）７５歳以上の高齢者及び小学生以下の児童のみの世帯 

 

■対 象 経 費 

町の登録業者等に除雪作業の代金を支払った経費について支援します。 

除雪範囲は居住する家屋またはその敷地内で日常生活を維持できる範囲の除雪とします。 

 ・１回の除雪に要した代金の２分の１の額 

・１回の限度額は１０，０００円以内とし、同世帯で２回まで 

※ただし、異常気象等による豪雪等の積雪状況により回数の限度を増やすことがあります。 

 

■利用の手続き 

除雪を希望する方は、除雪する前までに高齢者世帯等除雪支援事業利用申請書を町民課住民福祉係まで提出し

てください。 

 

■実 施 期 間 

令和７年１２月１日から令和８年３月３１日まで 

 
問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 
 
 
 
 住民基本台帳カード（以下「住基カード」と言います。）の新規交付は、平成２７年１２月２８日をもって終

了しました。住基カードの有効期限は最長１０年間のため、本令和７年１２月２８日をもって全ての住基カード

の有効期限（１０年）が満了となります。 
 引き続き、本人確認書類等を必要としている方は、マイナンバーカードの更新手続きをお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 

「「柳柳津津町町高高齢齢者者世世帯帯等等除除雪雪支支援援事事業業」」ににつついいてて 

住住民民基基本本台台帳帳カカーードドのの利利用用がが終終了了ししまますす 

※有効期限切れの住基カードをお持ちの方は、町民課に返納して

ください。 

※住基カードをお持ちの方で、マイナンバーカードを申請される

方は、マイナンバーカード交付の際に返納していただく必要があ

ります。 

みほん 
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今年も降雪の季節がやってきました。町では、通勤通学などの道路交通の安全確保のため、除雪に取り組んで

います。除雪効果をさらに上げるため、町民の皆さまには、次のことについてご協力をお願いします。 
 
●玄関先の除雪にご協力ください                                    

 道路を除雪した後に、玄関先や車庫前を塞いでしまうことがあります。各家庭で片付けにご協力くださいますようお願い

します。また、一一人人暮暮ららしし・・高高齢齢者者世世帯帯ななどどのの玄玄関関先先はは、、地地域域でで声声ををかかけけああっってて除除雪雪ののごご協協力力ををおお願願いいししまますす。 
 
●路上駐車は、やめましょう                                      

 路路上上駐駐車車はは、、除除雪雪作作業業のの障障害害ととななりり、、多多くくのの人人ののごご迷迷惑惑ととななりりまますすののでで、、絶絶対対ににややめめままししょょうう。万が一車が損傷しても修

理費は負担できません。 
 
●除雪作業中の追越しは、やめましょう                                 

 追越しをする場合は、除除雪雪作作業業車車がが完完全全にに停停止止ししててかからら、車間距離を十分にとり、注意して行ってください。 
 
●除雪作業車には絶対に近づかないでください                              

 事故などの恐れがあり大変危険ですので、除除雪雪作作業業中中のの除除雪雪作作業業車車ににはは絶絶対対にに近近づづかかなないいででくくだだささいい。 
 
●道路へ雪を出さないでください                                    

 除雪後に住宅や駐車場から雪が押し出されていることがあります。除除雪雪作作業業中中にに排排雪雪すするるななどどごご協協力力ををおお願願いいししまますす。 
また、道路への排雪は事故や渋滞の原因となりますので、道道路路へへのの排排雪雪ははししなないいよよううおお願願いいししまますす。 

 
●屋根の雪の処理について                                       

 屋根からの落雪は、大変危険です。屋屋根根へへののななだだれれ止止めめのの設設置置やや早早めめのの雪雪下下ろろししをを行行いいままししょょうう。落雪で交通事故などが

発生した場合は、所有者の責任になることがあります。 
 
●側溝に大量の雪を捨てないでください                                 

 側溝や用水路に大量の雪を捨てると、下流で側溝などが詰まり、道路や家屋が浸水してしまいます。時間を空けながら少

しずつ排雪作業を行ってください。 
 
●積雪などによる倒木の伐採にご協力ください                               

 雪害により道道路路へへのの倒倒木木がが発発生生ししたた場場合合、、交交通通のの妨妨げげととななりりまますすののでで、、所所有有者者のの同同意意をを得得ずずにに伐伐採採をを行行ううここととががあありりまますす。

ご理解とご協力をお願いします。※原則は、立木所有者が処分を行うこととなっています。 
 
●除雪に関する問合せは行政区単位でお願いします                            

 除雪作業員への問合せは、除雪作業や現場対応の遅れを生じさせてしまいますのでお控えくださるようお願いします。ま

た、効率の良い現場処理ができるように、行行政政区区内内でで取取りりままととめめののううええ、、必必ずず区区長長がが問問合合せせししててくくだだささいい。個別に問合せた場

合、対応できない場合があります。 
 
【ご理解をお願いします】 

・除雪作業は、通勤時間帯に間に合うように努めておりますが、降雪状況などにより作業が遅れる場合があります。 
・消雪施設は、気象状況などにより散水しない場合があります。 
・福島県 Web サイトから県内の主な道路状況をライブカメラでご覧いただけます。（URL：https://www.fukushima-road.net/aizu/） 
 
問 福島県宮下土木事務所  ℡０２４１－５２－２３１１（国道・県道に関すること） 
  建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７（町道・農道・林道に関すること） 

安安全全なな除除排排雪雪をを実実施施すするるたためめののごご協協力力ののおお願願いい 
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冬期間（令和８年１月から４月まで）は積雪等の理由により、水道メーターの検針は実施しないこととしてお
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額になることがあります。 
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冬期間に宅内で漏水事故などが発生する事例もありますので、水道管の凍結・故障には十分注意してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和７年１１月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が１００万円以上の工事・委託
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今年も降雪の季節がやってきました。町では、通勤通学などの道路交通の安全確保のため、除雪に取り組んで
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令和７年分の確定申告相談の時期が近づきました。 

申告書類がまとめられていないと受付できない場合がありますので、皆さまのご協力をお願いします。 

 

■申告に必要なもの 

・本人確認書類 (ママイイナナンンババーーカカーードド、運転免許証など) 

・控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバーカードの個人番号がわかるもの 

・収支内訳書(記帳した帳簿)…営業や農業、不動産など事業所得のある方 

・源泉徴収票の原本…給与所得、年金所得のある方 

・社会保険(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料など)の領収書や証 

明書、はがきなど 

・生命保険料・地震保険料などの支払い証明書、はがき 

・医療費明細書・医療費通知書・医療機関の領収書など…医療費控除を受ける方 

・売買契約書およびその費用がわかる書類…譲渡所得がある方 

・申告者本人または扶養親族が障がい者の場合は、障がい者手帳など 

・申告者名義の通帳(還付申告をされる方の還付口座確認のため) 

 

■医療費控除の対象について 

自分や家族などのために、令和７年１月から１２月までに支払った医療費の合計金額が１０万円(その年の所

得が２００万円未満の方は所得の５％相当額)を超えた場合は、医療費控除を受けることができます。 

 下記に医療費控除の対象となるもの・ならないものの例(一部)を示しますので、ご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■注意事項 

 ・医療費控除を受ける場合、事前に医療費の領収書等個人別に合算したものをお持ちください。 

・入院時などに生命保険などから医療費の補てんがあった場合は、補てんされた分は医療費控除の対象になり   

ません。 

 

問 総務課税務係 ℡０２４１－４２－２１１３ 

確確定定申申告告相相談談のの事事前前のの準準備備ををおお願願いいししまますす 

＜控除の対象となる経費＞ 

・医師や歯科医師による診療代・治療代 

・治療や療養に必要な医薬品の購入(薬事法に制定されているもの) 

・診療などで電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費 

・６か月以上寝たきりの状態で、医師の治療を受けている人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」

が必要) 

・介護保険制度の下で提供されている一定の介護保険サービス利用料 (領収書に医療費控除対象額が記載) 
 
＜控除の対象とならない経費＞ 

・インフルエンザなどの予防接種 

・健康診断や人間ドックの診断料(診断の結果、病気が見つかり引き続き治療を受ける場合は対象) 

・自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代・有料道路代 

・血圧計や体温計などの健康維持のための器具購入費用 

・文書料(診断書) 

・病衣などのレンタル代 
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 冬の伝統行事やステージイベント、模擬店、展示など、家族で楽しめる催しが盛りだくさんです。皆さまのご

来場を心よりお待ちしています。 
 併せて、冬まつり会場で出店いただける町内の事業所・団体・個人の方を募集します。 
 
冬まつりについて 
 
■日  時 

令和８年２月７日（土）１０：００～１９：００ 
 
■会  場 

道の駅「会津柳津」、やないづふれあい館 
 
■主な内容 

節分豆まき抽選会、玉ノ井親方のちゃんこ鍋販売、棚田の灯、鳥追い・提灯行列、歳の神など 
※詳細なタイムスケジュールは、決まり次第お知らせします。 

 
出店者募集について 
 
■出店料・設備 

 １テント（３．６ｍ×２．７ｍ）につき５，０００円 
 ※１団体２張までとし、やないづふれあい館内での展示・展示即売会は無料です。 
 
■郷土食・伝統食 出店助成制度（地区・地域限定） 

 地域の食文化を未来へつなぐ取り組みとして、地区・地域の団体が出店し、郷土食・伝統食を提供する場合、

５，０００円を助成します。 
 ※実行委員会が「郷土食・伝統食」と認めるものに限ります。（長年地域で食べ継がれてきたもの） 
 
■募集内容 

 飲食、模擬店、喫茶、物品、展示など 
 ※飲食提供の場合は、「営業届」や「露店営業・臨時営業申請」が必要になります。 
 
■申込方法 

 申込書は、町公式Ｗｅｂサイト上、および地域振興課観光商工係窓口にも備え付けてあります。出店要項を確

認のうえ、お申し込みください。 
 
■申込期限 

 令和７年１２月２２日（月） 
 
申・問 会津やないづ冬まつり実行委員会事務局（地域振興課観光商工係内） 

℡０２４１－４２－２１１４ ／ Fax０２４１－４２－３４９５ 
 
 
 
 
 七日堂裸詣りの下帯の締め方を学ぶ講習会を開催します。また、併せて七日堂裸詣り当日の下帯を締めるボラ

ンティアスタッフも募集します。 
 
■日 時  令和７年１２月２１日（日） １１：００～（１時間程度） 
 
■会 場  つきみが丘町民センター 和室 
 
■申 込  つきみが丘町民センターへ電話でお申し込みください。 
 

第第４４６６回回  会会津津ややなないいづづ冬冬ままつつりりにに関関すするるおお知知ららせせ 

七七日日堂堂裸裸詣詣りり「「下下帯帯講講習習会会」」参参加加者者募募集集ののおお知知ららせせ 

申・問 一般財団法人やないづ振興公社（つきみが丘町民センター） ℡０２４１－４２－２３０２ 
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福島県が公開している「ふくしまポータル」は、行政手続きや防災アプリ、子育て応援ポータルサイトな

ど、さまざまなサービスが利用できる総合窓口アプリです。また、県や市町村からイベント情報や各種支援制

度など、生活に役に立つ情報を広く発信しています。 

現在、アプリをダウンロードされた方を対象に、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施しています。

この機会に、ぜひダウンロードをお願いします。 

 

■対 象 者 

アプリをダウンロード（アプリストアで「ふくしまポータル」と検索）し、ユーザー登録をされた方 

 

■応募期間 

令和７年１２月３１日（水）まで 

 

■応募方法 

ふくしまポータルキャンペーンＷｅｂサイト内

（https://www.pref.fukushima.lg.jp/fukushimaportal-dlcampaign-2025/）の応募

フォームからお申し込みください。 

 

■景 品 

抽選で２，５００名様に、福島県内宿泊券５０，０００円分や福島県名産品等が当たります。 

 

問 ふくしまポータルキャンペーン事務局（福島県デジタル変革課委託） ℡０２４－９３５－６１７５ 

 

 

 

 

妊活中のカップルを対象としたおしゃべり会を開催します。お互いの気持ちを共有し、不安や悩みに寄り添え

る時間を作りたいと考えています。 

ぜひお気軽にご参加ください。 

 

■日 時 

令和７年１２月１４日（日）１０：００～１１：３０ 

 令和８年 ２月１５日（日）１０：００～１１：３０ 

 

■方 法 

オンライン開催（ＺＯＯＭ） 

 

■対 象 

妊活中のカップル 

 

■申込方法 

右の二次元コードを読み取りお申し込みください。 

 

■申込期限 

 開催日の前日１３：００まで 

 

問 ふくしま性と健康の相談センター（一般社団法人福島県助産師会内） ℡０７０－４２０９－０９７２ 

 

 

「「ふふくくししままポポーータタルル」」ダダウウンンロローードドキキャャンンペペーーンンののごご案案内内 

Ｗｅｂサイトはコチラ 

参参加加費費無無料料！！２２人人ででははじじめめるる妊妊活活おおししゃゃべべりり会会ののごご案案内内 

申込フォームはコチラ 
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国税局では、年末調整や事業者のデジタル化に関する様々な情報を発信しております。 
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※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで 

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。 

 

 

所所得得税税基基礎礎控控除除のの見見直直しし等等ににつついいてて 

▲年末調整特設ページ  ▲手続きの電子化   ▲キャッシュレス納付 ▲オンライン提出    ▲マイナンバーカード 

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報 
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る時間を作りたいと考えています。 
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「「ふふくくししままポポーータタルル」」ダダウウンンロローードドキキャャンンペペーーンンののごご案案内内 

Ｗｅｂサイトはコチラ 
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全国的に住宅等への侵入や空き巣などの窃盗被害が発生しています。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在

宅時にも、施錠を心がけましょう。また、児童への声掛けや付きまといの事案も発生しています。不審な人や車

を見かけた場合には、警察署または駐在所に通報をお願いします。 

 

 

 

 

柳津町地域おこし協力隊、会津柳津駅舎担当の小川です。 

１１月には初雪があり、標高の高い山に積もった雪と麓

の紅葉という、秋と冬のふたつの季節が融合した景色が見

れるなど、冬の訪れを実感しております。 

今月は駅舎待合室において、昨年に引き続きクリスマス

および元旦の装飾を行います。 

さらに、１２月２５日（木）には、クリスマスイベントを

開催します。駅舎内の「cafe あいべこ」もしくは「張り子工

房 Hitarito(ヒタリト)」においてお買い物をして頂いた方、先

着４０名様限定で、プレゼントの贈呈を予定しております。

この機会にぜひ、会津柳津駅舎情報発信交流施設「あいべ

こ」へお越しください。 

皆さまのご来駅を心よりお待ちしています。 

 

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和７７年年１１００月月３３１１日日現現在在）） 

ああいいべべここ通通信信 

▲昨年の赤べこ装飾の様子 

やないづ防災
行政アプリ

やないづ防災
行政メール配信

柳津町公式
LINE

柳津町公式
インスタグラム

広報誌配信アプリマチイロ
（左 Android、右 iOS）


